
〜旧造法（旧住宅地造成事業法）の認可区域、都計法第34条11号指定区域について〜

白老町の市街化調整区域には建築行為が可能な地域が存在します。
旧造法の区域、及び都計法第34条11号指定区域の制限については下記のとおりです。

凡例


